
緊急通報システム事業　「利用の手引き」配置施設 R8.4.1

公民館
併設

電話番号

○ 神居 支所 神居２条９丁目１－１９ ６１－２３１１

○ 江丹別 支所 江丹別町中央 ７３－２００１

○ 永山 支所 永山市民交流センター内 永山３条１９丁目４－１５ ４８－１１１１

東旭川 支所 東旭川北１条６丁目２－３ ３６－１１１１

○ 神楽 支所 神楽市民交流センター内 神楽３条６丁目 ６１－６１９１

○ 西神楽 支所 西神楽南２条３丁目 ７５－３１１１

東鷹栖 支所 東鷹栖地域センター内 東鷹栖４条３丁目 ５７－２１１１

中央 公民館 ５条通２０丁目１７１７－２０９ ３１－５２１８

東旭川 公民館（本館） 東旭川町上兵村５４４番地 ３６－１０１７

末広 公民館 末広１条２丁目４－４ ５３－４３１１

東鷹栖 公民館（本館） 東鷹栖４条３丁目６３６－２３ ５７－２６２２

北星 公民館 北門町８丁目２４６１－３ ５２－５５４５

新旭川 公民館 東３条７丁目３－１４ ２３－９２９９

愛宕 公民館 豊岡７条９丁目１－４６ ３２－３４２２

東光 公民館 東光１０条３丁目３－１４ ３５－１７０８

春光台 公民館 春光台３条３丁目４－１４ ５３－５６２０

東部 まちづくりセンター 豊岡３条３丁目５－１０ ３３－１１１０

緑が丘
地域活動センター
(グリンパル）

緑が丘東３条１丁目１０－３０ ７６－５２８８

※支所に併設された公民館を除く１８施設

※消防庁舎配置場所　（南署、忠和、神楽、東旭川、東光、北署、新旭川、春光、永山）

施設名 住所


